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船舶事故調査報告書 

 

令和元年１１月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月２６日 ０１時０３分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市菊間
き く ま

港西方沖 

 菊間港防波堤灯台から真方位２９１°２.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０３.３′ 東経１３２°４７.１′） 

事故の概要 自動車専用船ダイハツ丸は、南西進中、また、漁船新生
しんせい

丸は、えい
．．

網しながら南西進中、両船が衝突した。 

新生丸は、船長Ｂが負傷し、操舵室の圧壊等を生じ、また、ダイハ

ツ丸は、左舷船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１１月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車専用船 ダイハツ丸、３,２０６トン 

１４０８０３、徳昭船舶株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構、株式会社ジェイエスマリン（船舶借入

人、Ａ社） 

１０５.０３ｍ×１５.６０ｍ×８.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、３,９００kＷ、平成２０年５月２４日 

Ｂ 漁船 新生丸、４.９６トン  

   ＥＨ３－４４１２２（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.３７ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５３年１２月１４日 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５７年１１月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３０年９月１３日 

    免状有効期間満了日 令和６年２月９日 

  航海士Ａ 男性 ６３歳 

   二級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６０年６月７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年８月２１日 

    免状有効期間満了日 令和２年６月６日 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和５９年６月５日 

    免許証交付日 平成２６年２月２４日 

           （令和元年６月４日まで有効）  

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 操舵室に圧壊、右舷船首部タツ
．．

に折損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮流 南西流約１.３ノ

ット（kn）（釣島水道） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか７人が乗り組み、車両１７８台を

積載し、平成３０年１０月２５日２０時４０分ごろ、大分県中津市中

津港に向けて愛媛県坂出
さかいで

市坂出港を出港した。 

Ａ船は、法定灯火を表示し、２３時２０分ごろ、航海士Ａが別の航

海士から引き継ぎ、甲板員１人と共に船橋当直につき、操舵スタンド

の左側のＮｏ.１レーダー（以下「本件レーダー」という。）を３Ｍレ

ンジ、その左側に電子海図情報表示装置（ＥＣＤＩＳ）、同装置の左

側のＮｏ.２レーダーを６Ｍレンジですべての表示をノースアップと

した。 

Ａ船は、２６日００時４３分ごろ、安芸灘南航路第４号灯浮標（以

下、灯浮標の「安芸灘南航路」は省略する。）を左舷方に見て航行

し、２２３°（真方位、以下同じ。）の針路とし、約１７kn の速力

（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により航行した。 

航海士Ａは、００時５０分ごろ、本件レーダーでＢ船を船首方約３

Ｍに探知し、双眼鏡を使いＢ船の紅灯を視認したので、Ｂ船がＡ船の

左舷方を安全に航行すると思い、甲板員を巡検に向かわせ、船橋左舷

後部の海図台に向かい中津港までの残行程算出と１航海ごと会社に提

出する資料の作成（以下「本件作業」という。）を始めた。 

 航海士Ａは、本件作業を続けていたところ、０１時０３分ごろ、船

体に衝撃を感じて船橋左舷側に移動し、左舷船尾方にＢ船の紅灯を認

めた。 

 船長Ａは、自室で休憩していたところ、擦過音が聞こえたので目が

覚めた。 

航海士Ａは、船内通信を使って巡検中の甲板員にすぐに船橋に戻る

よう伝え、自室にいる船長Ａに何かと衝突した旨を報告したところ、

船長Ａからすぐに昇橋すると言われたので、そのままの針路及び速力

で航行した。 

 船長Ａは、航海士Ａから何かと衝突したとの報告を自室で受け、０
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１時０５分ごろ、昇橋して主機を微速力に減速し、船橋の左舷船尾側

から外に出て船尾側を捜したが、航行中の船舶や左舷側の陸岸の明か

りが強くＢ船を確認できなかった。 

 船長Ａは、０１時１５分ごろ、海上保安庁にＶＨＦ無線電話（以下

「ＶＨＦ」という。）で漁船と衝突した旨を通報し、０１時２２分ご

ろ、針路を０００°としてＢ船を捜索したが見つけることができず、

海上保安庁からＶＨＦで松山検疫錨地に向かうよう指示があったので

南西の針路とし、０２時４０分ごろ同錨地に投錨した。  

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底びき網漁の目的で、２５日１

６時００分ごろ、愛媛県松山市北条
ほうじょう

港を出港した。 

Ｂ船は、１７時００分ごろ、菊間港北方沖の漁場に至り、安芸灘南

航路に沿って約２～３kn の速力で、潮流を船尾から受けるようにして

底びき網を引きながら南西進を開始した。 

Ｂ船は、日没後、両舷灯、マストに紅色全周灯１個と白色全周灯１

個を連携して表示した。 

Ｂ船は、２６日０１時０３分ごろ、南西進してえい
．．

網中、船長Ｂが

前部甲板での漁獲物の選別作業が終わり、揚網しようと船尾のリール

ウインチ付近に移動したところ、右舷船尾方にＡ船が接近しているこ

とに初めて気付き、左舷側にある舵輪につかまった直後、Ａ船と衝突

した。 

Ｂ船は、船長Ｂが海上保安庁に衝突した旨を通報し、網を自力で揚

げ、来援した巡視艇の照明を船尾から受けながら自力で北条港に入港

した。 

船長Ｂは、今治市の病院に通院し、腰椎捻挫及び左下肢筋挫傷で約

７日間の安静加療を要すると診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状

況、写真２ Ｂ船の船首方の損傷状況、写真３ Ｂ船の船尾方の損

傷状況 参照） 

その他の事項 

 

 Ａ船は、坂出港から中津港までの航行中に積荷車両の異常の有無等

を確認する目的で当直中の甲板員が、船内巡視を２回行っていた。 

 航海士Ａは、Ｂ船を本件レーダーで探知したが、自動衝突予防援助

装置（ＡＲＰＡ）によるＢ船の動静に関する情報を得ていなかった。 

Ｂ船の底びき網漁は、潮流を船尾から受け、長さ約２５ｍのナイロ

ン製の網の開口部を長さ約１８ｍの張り竿
さお

で広げ、同網を約２００ｍ

の２本のワイヤを用いて約２～３kn の速力で約１時間えい
．．

航する漁で

あった。 

船長Ｂは、ＧＰＳプロッターに安芸灘南航路に平行になるよう菊間

港北方沖に漁場を設定した。 
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分析  

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

 

 

  

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし   

 Ａ船は、菊間港西方沖を南西進中、航海士Ａが、本件レーダーで船

首方約３ＭにＢ船を探知して双眼鏡を使いＢ船の灯火を確認した際、

ＡＲＰＡによるＢ船の動静に関する情報を得ておらず、Ｂ船の紅色全

周灯を左舷灯と思い、Ｂ船がＡ船の左舷方を安全に航行すると判断

し、甲板員を巡検に向かわせ、本件作業に注意を向けて航行を続けた

ことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。  

 Ｂ船は、菊間港西方沖を南西進中、船長Ｂが、前部甲板で漁獲物の

選別作業に注意を向けて航行を続けたことから、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。  

原因  本事故は、夜間、菊間港西方沖をＡ船及びＢ船が南西進中、航海士

Ａが、ＡＲＰＡによるＢ船の動静に関する情報を得ておらず、Ｂ船の

紅色全周灯を左舷灯と思い、Ｂ船がＡ船の左舷方を安全に航行すると

判断し、甲板員を巡検に向かわせ、本件作業に注意を向けて航行を続

け、また、船長Ｂが、前部甲板で漁獲物の選別作業に注意を向けて航

行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、次の改善策を講じた。 

 ・船内巡視は、前直の当直者が、引き継ぎ実施後に行い、２名の船

橋当直を維持すること。  

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・自船に接近する船舶を認めた場合、ＡＲＰＡ等でその動静をよく

確認し、安全に通過するまでその動静を監視すること。 

 ・操業中においても、漁獲物の選別作業等に没頭せず、常時適切な

見張りを行うこと。 



 

- 5 - 

付図１ 事故発生経過概略図 
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   付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方

位は真方位である。 

時 刻 

(時:分:秒) 

船位※ 
対地針路※ 

（゜） 

船首方位※ 

（゜） 

対地速力

（kn） 北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

00:49:10 34-06-09.5 132-50-16.3 222.0 223 17.1 

00:50:04 34-50-58.0 132-50-03.8 222.3 223 17.1 

00:51:11 34-05-44.0 132-49-48.6 222.6 223 17.1 

00:52:11 34-05-31.3 132-49-34.7 222.3 222 17.1 

00:53:16 34-05-17.3 132-49-19.5 221.9 222 17.1 

00:54:11 34-05-06.0 132-49-07.0 222.6 223 17.1 

00:55:22 34-04-50.9 132-48-50.4 222.1 222 17.0 

00:56:05 34-04-42.0 132-48-40.8 222.8 223 17.0 

00:57:22 34-04-25.6 132-48-22.9 222.1 223 16.9 

00:58:05 34-04-16.9 132-48-13.2 222.4 222 16.8 

00:59:11 34-04-03.1 132-47-58.1 222.8 223 16.9 

01:00:22 34-03-48.2 132-47-41.4 223.2 223 17.0 

01:01:22 34-03-35.8 132-47-27.5 223.5 223 16.9 

01:02:22 34-03-23.7 132-47-13.4 224.0 223 16.8 

01:03:22 34-03-11.3 132-46-59.9 222.2 222 16.7 

01:04:11 34-03-01.4 132-46-48.9 222.1 223 16.8 

01:05:11 34-02-48.9 132-46-35.3 221.5 222 16.8 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の船首方の損傷状況 
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写真３ Ｂ船の船尾方の損傷状況 

 

 


